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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の診断部位を超音波信号で２次元又は３次元の走査を周期的に行う走査手段と、
　前記走査に伴う超音波反射信号に対応した電気量の受信信号を得る信号収集手段と、
　前記走査のタイミングが互いに異なる２組の受信信号それぞれが成す第１及び第２の空
間領域での第１及び第２の局所領域相互の類似性を表す特徴量の空間的な分布情報を求め
る類似性取得手段と、を備えた超音波診断装置において、
　前記類似性取得手段は、探索範囲内で前記第２の局所領域を移動させて前記特徴量を演
算するものであって、
　前記探索範囲のサイズを、前記超音波反射信号に基づいて得られたベクトル情報に基づ
いて変化させて設定する探索範囲設定手段を更に有することを特徴とした超音波診断装置
。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記類似性取得手段は、前記第２の局所領域を前記探索範囲内で移動させ、その移動毎
に前記特徴量を演算し、
　前記演算された１つ又は複数個の特徴量から１つの代表値を選択する代表値選択手段と
、
　前記第１の局所領域を前記第１の空間領域の中で移動させ、その移動毎に前記演算手段
及び選択手段を機能させる繰返し手段と、を更に有することを特徴とした超音波診断装置
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。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の超音波診断装置において、
　前記探索範囲設定手段は、過去時相における前記第１の局所領域と前記探索範囲との間
のベクトル情報及び現在時相における前記第１の局所領域と前記探索範囲との間のベクト
ル情報のうちの少なくとも一方のベクトル情報を用いて前記探索範囲の中央座標とサイズ
を適応的に設定することを特徴とした超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記特徴量演算手段は、前記第１及び第２の局所領域同士における信号値の相互差分の
絶対値和（ＳＡＤ）を演算してベクトル情報を求める手段と、
　前記ベクトル情報に基づいて前記特徴量としての信号値の相互相関係数を求める手段と
、
を更に有することを特徴とした超音波診断装置。
【請求項５】
　被検体の診断部位を超音波信号で２次元又は３次元の走査を周期的に行う走査手段と、
　前記走査に伴う超音波反射信号に対応した電気量の受信信号を得る信号収集手段と、
　前記走査のタイミングが互いに異なる２組の受信信号それぞれが成す第１及び第２の空
間領域での第１及び第２の局所領域相互の類似性を表す特徴量の２次元分布情報を求める
類似性取得手段と、を備えた超音波診断装置において、
　前記類似性取得手段は、前記第１及び第２の空間領域同士における信号値の相互差分の
絶対値和（ＳＡＤ）を演算してベクトル情報を求める手段と、
　前記ベクトル情報に基づいて前記特徴量としての信号値の相互相関係数を求める手段と
、を備え、
　前記類似性取得手段は、探索範囲内で移動させた前記第２の局所領域、及び前記ベクト
ル情報に基づいて前記特徴量を演算するものであって、
　前記探索範囲のサイズを、前記ベクトル情報に基づいて変化させて設定する探索範囲設
定手段を更に有することを特徴とした超音波診断装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、超音波診断装置に係り、とくに、３次元の局所領域に対する時系列的な相互相
関演算を高性能に行う機能を備えた超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
超音波診断装置は、被検体との間で超音波信号の送受を行って得られる受信信号から画像
を得る装置であり、超音波信号の非侵襲性を利用して種々の態様で使用されている。この
超音波診断装置には種々のタイプのものがあるが、その主流は、超音波パルス反射法を用
いて生体の軟部組織の断層像を得る撮像を行う装置である。
【０００３】
この超音波診断装置は特に、近年、その発達は目覚しく、臨床に有効な各種の演算機能も
豊富になってきている。その一つに、２次元又は３次元の局所領域の時系列的な類似性を
演算する機能、所謂、パターンマッチングの機能を備えたものが知られている。
【０００４】
このパターンマッチングの機能としては例えば特開平８－１６４１３９号公報に記載のも
のが知られている。この公報記載の超音波診断装置によれば、受信ビームフォーマから出
力される受信信号を、断層像の画像データを生成する系統とは別に受け入れるとともに、
第１フレームのカーネルＲＯＩと第２フレームのオブジェクトＲＯＩとの受信信号相互間
の類似性を表す特徴量（例えば相互相関係数）の２次元分布情報を求める演算手段を備え
ている。これにより、例えば心筋の変形の程度を心時相の異なる２フレーム間で定量化し
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て画像として表し、この画像を断層像と並列に又は断層像に重ねて表示することができる
。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した公報記載の超音波診断装置が備えているパターンマッチングの機
能は、プローブで受信した受信信号を受信ビームフォーマで整相加算処理した後、この受
信信号を用いて時系列の特徴量を演算する機能であったため、生体からの様々なアーティ
ファクト成分が含まれた受信信号がそのままパターンマッチング演算に供され、この演算
の性能が劣化するという事態が頻発していた。
【０００６】
例えば、近距離の胸壁などの固定反射体や、そこでの多重反射などに起因する固定エコー
のアーティファクトがある場合、受信信号のフレーム間の相関係数は常に高い値になるの
で、近距離の心筋を評価するときの妨げとなる（典型的なケースは、対外心尖アプローチ
を心尖部に対して行う場合である）。特に、心尖部は、主要な３本の冠状動脈全て（左冠
状動脈、右冠状動脈、回旋枝）の影響を受け易い部位とも言われ、虚血性心疾患やその合
併症である壁在血栓の診断に重要な部位であるにも関わらず、固定エコーのアーティファ
クトが発生し易い。
【０００７】
また、前述した公報記載の超音波診断装置では、断層像による評価が中心になるため、こ
の断層面に垂直な方向に体動が生じる場合、パターンマッチングをもってしても時系列的
な類似性を的確に評価できないという問題がある。
【０００８】
この類似性評価の非的確性の問題を解消するには、３次元的なパターンマッチング（評価
）を行うことが望まれるが、パターンマッチングに用いるカーネルの領域と探索する領域
の各次元が共に２次元から３次元に増えるので、演算量（計算時間）が膨大になり、高速
に処理できないという問題もあった。
【０００９】
さらに、前述した公報記載の超音波診断装置の場合、パターンマッチングを行って、その
結果を画像として表示するだけであり、心筋等のような臓器の関心位置の動き等に関して
、これを視覚的にモニタするための表示機能を充実させて欲しいという要請があった。
【００１０】
本発明は、このような従来のパターンマッチングが抱える現実を打破すべくなされたもの
で、生体からの受信信号に含まれるアーチファクトや断層面に垂直な方向への体動の影響
を排除又は抑制して高性能で、且つ、演算量が少なく高速で処理できるパターンマッチン
グの機能を備えた超音波診断装置を提供することを、その１つの目的とする。
【００１１】
また、本発明は、上述した目的と同時に又は別に、臓器の関心部位の運動に関して、これ
を簡単な操作で視覚的にモニタできるようにすることを、別の目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明に係る超音波診断装置は、被検体の診断部位を超音波
信号で２次元又は３次元の走査を周期的に行う走査手段と、前記走査に伴う超音波反射信
号に対応した電気量の受信信号を得る信号収集手段と、前記走査のタイミングが互いに異
なる２組の受信信号それぞれが成す第１及び第２の空間領域での第１及び第２の局所領域
相互の類似性を表す特徴量の空間的な分布情報を求める類似性取得手段と、を備えた超音
波診断装置において、前記類似性取得手段は、探索範囲内で前記第２の局所領域を移動さ
せて前記特徴量を演算するものであって、前記探索範囲のサイズを、前記超音波反射信号
に基づいて得られたベクトル情報に基づいて変化させて設定する探索範囲設定手段を更に
有する。
【００１７】



(4) JP 4659974 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

　さらに、本発明に係る超音波診断装置は、別の態様として、被検体の診断部位を超音波
信号で２次元又は３次元の走査を周期的に行う走査手段と、前記走査に伴う超音波反射信
号に対応した電気量の受信信号を得る信号収集手段と、前記走査のタイミングが互いに異
なる２組の受信信号それぞれが成す第１及び第２の空間領域での第１及び第２の局所領域
相互の類似性を表す特徴量の２次元分布情報を求める類似性取得手段と、を備えた超音波
診断装置において、前記類似性取得手段は、前記第１及び第２の空間領域同士における信
号値の相互差分の絶対値和（ＳＡＤ）を演算してベクトル情報を求める手段と、前記ベク
トル情報に基づいて前記特徴量としての信号値の相互相関係数を求める手段と、を備え、
前記類似性取得手段は、探索範囲内で移動させた前記第２の局所領域、及び前記ベクトル
情報に基づいて前記特徴量を演算するものであって、前記探索範囲のサイズを、前記ベク
トル情報に基づいて変化させて設定する探索範囲設定手段を更に有する。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る実施の形態を添付図面に基づき説明する。
【００２２】
（第１の実施形態）
図１を参照して、第１の実施形態に係る超音波診断装置を説明する。
【００２３】
この超音波診断装置は、心臓診断に好適な浅部視野が狭く且つ深部視野が広いセクタ電子
走査法を採用して説明するが、被検体の２次元又は３次元領域を走査可能であれば、リニ
ア電子走査法やコンベックス電子走査法などを採用してもよい。
【００２４】
この超音波診断装置は、超音波プローブ（以下、単に「プローブ」と呼ぶ）１１を備える
。このプローブ１１は、音響信号と電気信号とを可逆的に変換する複数の振動子を配列し
たセクタ走査用の振動子アレイをその先端に装備して成る。プローブ１１は、送信時には
送信系１２に電気的に接続され、受信時には受信ビームフォーマ１３に電気的に接続され
る。
【００２５】
送信系１２は、図示しないが、クロック発生器、レートパルス発生器、並びに、振動子毎
（チャンネル毎）に設けられた遅延回路及びパルサを有する。クロック発生器はクロック
パルスを発生し、このパルスがレートパルス発生器に送られる。レートパルス発生器はク
ロックパルスを例えば５ｋＨｚのレートパルスに分周する。このレートパルスはチャンネ
ル毎に分配されて各遅延回路に送られ、所望時間の遅延処理に付される。つまり、各遅延
回路により、超音波をビーム状に集束し且つその超音波ビームの方向（走査線方向又は方
位方向と呼ばれる）を決定するのに必要な遅延時間がレートパルスに与えられる。
【００２６】
遅延処理されたレートパルスはチャンネル毎にパルサに送られる。これにより、パルサは
その受信タイミングで、対応する振動子にパルス電圧を印加する。これにより、プローブ
１１から超音波パルスが遅延時間に応じた方位方向に放射される。
【００２７】
放射された超音波パルスは、被検体内の音響インピーダンスの境界などでその一部が反射
して反射波となる。この反射波はプローブ１１の振動子で受信されて電気信号に変換され
、受信ビームフォーマ１３に採り込まれる。
【００２８】
受信ビームフォーマ１３は、特公平６－１４９３４号に示されているようなデジタルビー
ムフォーマ方式で構成される。この受信ビームフォーマ１３は、図示しない前置増幅器、
Ａ／Ｄ変換器、デジタル遅延回路、及び加算器を有する。振動子からチャンネル毎に送ら
れてきたアナログの受信信号は、前置増幅器で増幅された後、Ａ／Ｄ変換器でデジタル信
号に変換され、デジタル遅延回路に送られる。この回路で、受信指向性を得るために、送
信時とは逆の遅延時間がチャンネル毎に与えられた後、加算器で加算される。この加算さ
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れたデジタル信号を以下、受信信号と呼ぶ。
【００２９】
上述した送受信時の遅延時間を超音波パルスの繰り返し毎に順次、制御することで、被検
体の２次元領域をセクタ走査して、１フレーム（１組）の受信信号を得ることができる。
さらに、このようなセクタ走査を周期的に繰り返すことで、時系列の複数フレームの受信
信号を得ることができる。
【００３０】
受信ビームフォーマ１３の出力側には、図示の如く、信号処理器１４と固定エコー除去器
１５及び特徴量演算器１６とが並列に装備されている。
【００３１】
このため、受信ビームフォーマ１３で生成された受信信号は、その一方の送出先として、
信号処理器１４に送られる。このため、受信信号は信号処理器１４で検波及び対数増幅さ
れて、Ｂモード画像（組織断層像）データに生成される。この画像データはＤＳＣ（デジ
タルスキャンコンバータ）１７に送られる。
【００３２】
また、受信ビームフォーマ１３で生成された受信信号は、固定エコー除去器１５にも送出
される。この除去器１５は、例えば特開平８－１０７８９６号に記載されている如く、複
数のフレームメモリ、複数の乗算器、乗算係数ＲＯＭ、加算器、及びフィルタコントロー
ラを備えた時系列ＨＰＦで構成される。これにより、時系列ＨＰＦはフレーム間ＨＰＦフ
ィルタに形成され、各フレームにおける同一位置の受信信号の信号値に対して、固定エコ
ー成分を除去し且つそれ以外の信号エコー成分を通過させるカットオフ周波数を有する。
【００３３】
このため、固定エコー除去器１５によって、動きの無い静止部の固定エコー成分が受信信
号から除去又は殆ど無視できる程度に抑制され、殆どが信号エコー成分から成る受信信号
が生成される。この受信信号は次段の特徴量演算器１６に送られる。
【００３４】
特徴量演算器１６は、例えば特開平８－１６４１３９号に記載された演算器で構成される
。この演算器１６は、断層面の走査時相（タイミング）が異なる少なくとも２フレーム分
の受信信号を書込み可能な複数のフレームメモリと、このフレームメモリから読み出され
る時相の異なる２フレーム分の受信信号からパターンマッチングを行う演算器とを備えて
いる。
【００３５】
演算器は、具体的には、一方のフレームの受信信号から成る空間領域に指定したカーネル
ＲＯＩ（局所領域）と、もう一方のフレームの受信信号から成る空間領域のオブジェクト
ＲＯＩ（局所領域）との間の類似性を表す特徴量（例えば相互相関係数やＳＡＤ）を演算
する特徴量演算器で構成される。オブジェクトＲＯＩは、所定のサーチＲＯＩの中で移動
させて、その移動の度に特徴量が演算される。このため、１箇所のカーネルＲＯＩについ
て複数個の特徴量が演算されるので、この中から特徴量の代表値（例えば、相互相関係数
の最大値）が選択され、かかるカーネルＲＯＩに対する類似性情報として記憶される。
【００３６】
次いで、カーネルＲＯＩがその設定空間領域上で隣接位置に移動され、上述と同様に特徴
量の代表値が得られる。このため、カーネルＲＯＩの位置を変えながら、その各位置で特
徴量の代表値を得ることで、特徴量の２次元分布情報が得られる。この特徴量の２次元分
布情報は画像データに変換されてＤＳＣ１７に送られる。
【００３７】
ＤＳＣ１７には、信号処理器１４から断層像の画像データが送られ、また特徴量演算器１
６から特徴量の画像データが送られる。このため、ＤＳＣ１７は、スキャンフォーマット
を標準ＴＶ方式に変換すると共に、両方の画像データを例えば特開平８－１６４１３９号
に例示されている如く重ねる又は並置するといった表示態様で１フレームの画像データに
合成する。
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【００３８】
この合成画像データはフレーム毎に所定タイミングで読み出されて表示器１８に送られる
。表示器１８は、合成画像データをアナログ信号に変換し、モニタ画面に表示する。これ
により、モニタ画面には、Ｂモード断層像とパターンマッチング結果である特徴量画像と
が適宜な態様で表示される。
【００３９】
本実施形態によれば、特徴量演算器１６の前段に固定エコー除去器１５を設け、特徴量の
演算、即ちパターンマッチングの前に、静止部からの固定エコーが確実に除去又は抑制さ
れる。つまり、パターンマッチングに供する受信信号はその殆どが動きのある部位からの
信号成分のみとなる。
【００４０】
つまり、心筋のパターンマッチングを行う場合に、近距離の胸壁などの固定反射体からの
固定エコーや多重反射などに因る固定エコーなどのアーチファクトが確実に事前に除去さ
れる。また、心尖部を診断するときにも、このアーチファクトは確実に除去される。この
ため、とくに、近距離での心筋評価や心尖部の心筋評価の性能を従来に比べて格段に向上
させることができる。
【００４１】
また、従来では、心筋の壁運動の静止時相においては相関係教が高くなるので、正常部位
であっても信号値がエンハンスされて評価を妨げることがある。しかし、本実施形態では
、固定エコーの事前除去によって、そのような正常部位であっても全く動かないことに因
る、相関の高い信号成分は固定エコーとして予め除去される。このため、正常部位の信号
がエンハンスされるケースは軽減される。従って、逆に、心周期の中で心筋が動く時相（
収縮初期、拡張初期）においてのみ、相関の高い部位（心筋の機能面で異常であることが
多い）がエンハンスされる。これにより、心筋を画像化するときに、壁運動に異常が在る
特異的な部位を選択的に提供できるという利点もある。
【００４２】
（第２の実施形態）
図２を参照して、第２の実施形態に係る超音波診断装置を説明する。なお、第１の実施形
態の装置と同一の構成要素には同一の参照符号を付して、その説明を省略又は簡略化する
。
【００４３】
この超音波診断装置は、第１の実施形態と同様に、特徴量演算器１６に送る受信信号のア
ーチファクトを排除又は抑制する構成に特徴を有する。この実施形態にあっては、かかる
特徴を実現するために、組織ハーモニックイメージング（ＴＨＩ）と呼ばれる手法を用い
ている。
【００４４】
具体的には、図２に示す如く、プローブ１１と受信ビームフォーマ１３との間の受信経路
に、組織ハーモニックイメージングを行うための主要素を成すバンドバスフィルタ（ＢＰ
Ｆ）２１を介挿してある。このフィルタ２１は、図示しないＡ／Ｄ変換器とフィルタ回路
とを備え、プローブ１１が受信した電気量のエコー信号を受ける。なお、このエコー信号
は、最初に前置増幅器で前置増幅してからバンドパスフィルタ２１に送るようにしてもよ
い。
【００４５】
バンドパスフィルタ２１において、エコー信号はＡ／Ｄ変換器によりデジタル信号に変換
されてフィルタ回路に送られる。フィルタ回路は、送信超音波の中心周波数ｆ０の整数倍
、ここでは一例として２倍のハーモニック周波数を中心とする所定帯域の信号成分のみを
抽出するバンドパスフィルタリングを行うように構成されている。抽出されたハーモニッ
ク信号は受信ビームフォーマ１３に送られて、前述したと同様に、ハーモニック信号に拠
るデジタル量の受信信号が生成される。つまり、このハーモニック信号に基づく受信信号
は、第１の実施形態と同様に、Ｂモード断層を生成するための信号処理器１４及びパター
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ンマッチングを行うための特徴量演算器１６に送られ、前述と同様に処理される。
【００４６】
このように本実施形態によれば、受信の最初の段階でエコー信号からハーモニック信号を
抽出される。つまり、この抽出後は、組織ハーモニックイメージングを適用したＢモード
断層像及び特徴量画像（パターンマッチング）の生成及び表示が行われる。組織ハーモニ
ックイメージングによれば、ハーモニック成分を抽出することで、その受信ビームは非常
にシャープで細くなることから、アーチファクト除去効果及び心筋や内膜の視認性は基本
波成分を用いる場合に比べて優れている。
【００４７】
従って、ハーモニック信号に拠る受信信号に含まれるアーチファクト成分は大幅に減少す
るので、パターンマッチングはこの受信信号を用いて一層、高精度に行われる。また、一
般には、評価したい心筋部から十分な強度の信号が得られなければ、類似性を正確に評価
することはできないが、本実施形態によれば、ハーモニック信号を使用することで心筋部
から視認性に優れた受信信号が得られるので、この点からも類似性の評価精度が向上する
。
【００４８】
さらに、組織ハーモニックイメージングを併用することで、画質上の個人差の影響が軽減
され、より多くの患者に対して、高精度な類似性の評価が可能となる。
【００４９】
なお、このパターンマッチングの前処理としての組織ハーモニックイメージングは、必ず
しも上述したバンドパスフィルタ２１を用いるフィルタ法に限定されるものではなく、基
本波成分と高調波成分とを含むエコー信号から高調波成分を抽出することができればよく
、例えば、パルスインバージョン法を用いてもよい。
【００５０】
また、図２の構成において、送信系１２は、例えば送信超音波の基本波成分を共振又は遮
断することで抑制又は除去し、殆どが送信超音波のハーモニック成分のみに拠る駆動パル
スを生成して、この駆動パルスをプローブ１１に供給することができる。このように構成
すると、送信波がハーモニック信号であることから、送信超音波のサイドローブは著しく
小さくなり、サイドローブに起因する生体のアーティファクトもその分、減少するので、
パターンマッチングを更に高精度に行うことができる。
【００５１】
さらに、図３には、前述した第１の実施形態に係る固定エコー除去法（図１の構成）と第
２の実施形態に係る組織ハーモニックイメージング法（図２の構成）とを併用する超音波
診断装置の例を示す。
【００５２】
組織ハーモニックイメージング法だけを用いた場合、近距離の胸壁などの固定反射体で生
ずる多重反射に起因する固定アーティファクトは残存することがある。しかし、上述のよ
うに、固定エコー除去法も合わせて用いることで、組織ハーモニックイメージング法だけ
では除去されない可能性がある固定エコーも除去されるので、両者の機能を活かして、よ
りアーティファクトの少ない状態で高精度に且つ安定して類似性の評価することができる
。
【００５３】
（第３の実施形態）
図４～７を参照して、本発明の第３の実施形態に係る超音波診断装置を説明する。
【００５４】
この超音波診断装置は、局所領域間の類似性を表す特徴量の演算、即ちパターンマッチン
グの高速化を目的としている。このパターンマッチングの概要としては、生体の運動の局
所的な時空間的連続性を仮定し、静止時相と静止部位での移動ベクトル、即ちベストマッ
チの探索エリアを可能な限り小さくすることで高遠化するものである。マッチングを行う
演算位置に対して「過去の移動ベクトル量」と「既に演算済みの隣接する点の移動ベクト
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ル量」の情報の少なくとも一方、あるいはその両方が効果的に活用される。
【００５５】
この超音波診断装置では、以下に説明するパターンマッチングの処理が実行されるが、こ
の処理は上述した図１～３の何れかの特徴量演算器１６においても好適に実行される。
【００５６】
勿論、このパターンマッチングの処理は、図１～３に記載された以外の超音波診断装置、
例えば特開平８－１６４１３９号に記載の超音波診断装置において、同公報記載のパター
ンマッチングの処理に代えて実行するようにしてもよい。
【００５７】
図１～３の何れかに記載の特徴量演算器１６は、図４に示す如く、複数のフレームメモリ
３１Ａ～３１Ｎと、特徴量を演算するプロセッサ３２と、このプロセッサ３２の演算結果
（例えば、各演算位置における相互相関係数）及び途中の演算情報（例えば、各演算位置
で相互相関係数を演算する途中の信号パワー値）を記憶するメモリ３３とを備えている。
この演算器１６に対して、制御器３４から各種の指定情報が送られる。制御器３４は更に
操作器３５に接続され、オペレータが操作器３５を介して与えた操作情報が制御器３４に
送られる。
【００５８】
制御器３４は、オペレータが所望する異なる２つの時相を指定する情報をフレームメモリ
３１Ａ～３１Ｎ及びプロセッサ３２に送るとともに、パターンマッチング高速化の手法を
指定する情報及び探索範囲の情報をプロセッサ３２送る。
【００５９】
図５には、この特徴量演算器１６により実行されるパターンマッチングのアルゴリズムを
示す。
【００６０】
特徴量演算器１６のプロセッサ３２は、制御器３４を介してオペレータから指令された２
次元走査のタイミングが異なる２つの時相Ｌ，Ｌ＋１を読み込む（ステップＳ１）。これ
に応答して、プロセッサ３２は、複数のフレームメモリ３１Ａ～３１Ｎに記憶されている
複数フレームの受信信号群の中から指定時相Ｌ，Ｌ＋１に合致する時相において走査され
た２次元断面の受信信号の２組を読み出し、これをワークエリアに個別に書き込む（ステ
ップＳ２）。なお、この指定時相Ｌ，Ｌ＋１の２フレーム分の受信信号は、エコー信号を
収集しながらほぼリアルタイムに行ってもよい。
【００６１】
これにより、プロセッサ３２のワークエリアには、図６（ａ），（ｂ）に模式的に示す如
く、時相Ｌにおける第１のフレームＦの受信信号が形成する第１の２次元断面（空間領域
）ＳＣ１と、時相Ｌ＋１における第２のフレームＦ＋１の受信信号が形成する第２の２次
元断面（空間領域）ＳＣ２とがメモリ上に構築される。
【００６２】
次いで、プロセッサ３２は、制御器３４を介してオペレータから指令された探索領域を初
期設定する（ステップＳ３）。つまり、オペレータは、例えば一方の時相Ｌ＋１で収集さ
れ、且つ表示器１８に表示されているＢモード断層像を見ながら同画像上に所望範囲のＲ
ＯＩを設定すると、このＲＯＩ情報が初期探索領域としてプロセッサ３２に送られる（図
６（ｂ）参照）。
【００６３】
次いで、プロセッサ３２はカーネルＲＯＩ：ＫＮＲＯＩを初期設定し、その中心位置（Ｘ
ｉ，Ｙｉ）を演算位置として指定する（ステップＳ４、図６（ａ）参照）。
【００６４】
次いで、プロセッサ３２は探索中央座標（Ｘｃ，Ｙｃ）及び最適探索範囲のサイズ２Ｘｗ
，２Ｙｗを適応的（動的）に推定することにより、指定探索範囲ＳＲＳＰＣを設定する（
ステップＳ５，Ｓ６）。
【００６５】
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（探索中央座標の適応的推定）
［探索中央座標（Ｘｃ，Ｙｃ）の推定］
まず、図７を参照して、探索中央座標（Ｘｃ，Ｙｃ）の適応的推定処理を説明する（ステ
ップＳ５）。
【００６６】
いま、現在の時相をＬとし、図７に示す如く、簡単のため２次元を例にして現在の演算位
置を（Ｘｉ，Ｙｊ）Ｌとする。移動ベクトルｖｉｊＬ＝（ｖｘ，ｖｙ）ｉｊＬを求めには
、まず、パターンマッチングの探索中央座標（Ｘｃ，Ｙｃ）ｉｊＬと探索範囲の設定が必
要となる。Ｘ軸の探索幅を２ＸｗｉｊＬ、Ｙ軸の探索幅を２ＹｗｉｊＬとすると、探索範
囲は（Ｘｃ±Ｘｗ，Ｙｃ±Ｙｗ）ｉｊＬで表される。
【００６７】
探索範囲を十分に小さくするには、まず探索中央座標をある程度、移動ベクトルｖｉｊＬ
に近づけておく必要がある。この条件で、ｖｘｉｊＬとｖｙｉｊＬを推定することを考え
、その推定値を各々ｖα、ｖβとすると、これらの推定値は種々の条件に応じて以下のよ
うに設定できる。
【００６８】
（１）心筋の運動の時間的な連続性を期待できるときには、「過去の移動ベクトル」（ｖ
ｘ，ｖｙ）ｉｊＬ－１を用いて推定値を設定できる。
【００６９】
（２）また、空間的な連続性を期待できる場合には、「既に演算済みの隣接する点の移動
ベクトル量」を用いて推定値を設定できる。これに適応できる隣接点は、端部を除くと、
周辺の４点（ｖｉ－１ｊ－１Ｌ，ｖｉｊ－１Ｌ，ｖｉ＋ｉｊ－１Ｌ，ｖｉ－１ｊＬ）が好
適である。
【００７０】
（３）さらに実際の生体では時空間的な連続性を期待できるので、これらの情報全てを適
切な重み付けで平均して推定値を得ることが望ましい。これを、過去の１点と隣接する周
辺の４点とを用いた移動ベクトルを一般的な表現で表すと、以下の式のように推定値が決
められる。
【００７１】
【数１】

【００７２】
ここで、ｋｉは重み付け係数を示し、Σｋｉ＝１もしくは全てのｋｉ＝０（ｉ＝１～５）
である。
【００７３】
本実施形態では、上述した（１）～（３）の条件を任意に選択・変更して探索中央座標値
を推定できるようになっている。通常は、（３）の条件がデフォルトとして設定される。
【００７４】
なお、上述の一般的表現において、ｋ２～ｋ５＝０（ｋ１＝１）とすれば、前記（１）の
条件での推定と等価な推定値ｖα、ｖβを得ることができ、ｋ１＝０とすれば、前記（２
）の条件での推定と等価な推定値ｖα、ｖβを得ることができる。
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【００７５】
臨床用途に応じて最適な装置条件、すなわち、フレーム（ボリューム）レートの設定（時
相間の時間差が変化する）や、演算ピッチの大小の設定が変わるので、各条件に応じて適
切な重みｋｉを与えることが好ましい。
【００７６】
例えば、移動ベクトルの移動量に対して、時相差が十分小さいケースではｋ１の重みを大
きくして、前記（１）の条件に近い状態で、また演算ピッチが十分に小さいケースではｋ
２～ｋ５の重みを大きくして、前記（２）の条件に近い状態で推定することが好ましい。
【００７７】
なお、上述の例では、簡単のため過去の移動ベクトルとして１点のベクトルを用いる例を
示したが、隣接する複数点における過去の移動ベクトル量に適宜な重み付けを行って、こ
れを用いてもよい。
【００７８】
また、全ての係数ｋｉ＝０に設定することもできる。この設定は特別なケースであり、探
索中央座標＝演算位置に設定することを意味する。これは前述の各種の連続性を仮定でき
ないような状況の場合に用いる。例えば、演算の対象としている局所領域の受信信号がノ
イズである場合、演算位置では前記連続性は仮定できず、かかる設定（ｋｉ＝０）を選択
できるようにしておくことが望ましい。この設定により、移動ベクトルの演算それ自体の
信頼性が低下する（実質的に無意味になる）ようなノイズに対しても、推定誤差がむやみ
に大きくなるのを避けることができ、推定の信頼性を確保することができる。
【００７９】
演算位置の信号がノイズであるか否かの判定には、類似性の情報や類似性を算出する過程
での中間情報を用いられる。例えば、相互相関係数を用いて、相関係数の絶対値があるし
きい値以下であるときにはノイズと見なし、この設定（ｋｉ＝０）に切り換えるようにす
る。あるいは、受信信号のパワー（相互相関係数の演算の途中で生ずる。簡易的には、相
互相関係数を求める式における、規格化のための分母部分がそのまま使える）を用いて、
信号パワーがあるしきい値以下であるときにはノイズと見なし、この設定（ｋｉ＝０）に
切り換えるようにする。相互相関係数及び信号パワーを組み合わせてしきい値処理しても
よい。
【００８０】
本実施形態では、後述するステップＳ１２、Ｓ１３に示す如く、各演算位置における演算
結果である相互相関係数を用いて、かかるノイズ判定を行うようにしている。これにより
、信号値がノイズであると認識された場合、重み係数ｋｉ＝０に設定して、相互相関係数
の再計算を行うようにしている。
【００８１】
このようにして推定された移動ベクトルの移動先座標値ｖα、ｖβを用いた確からしい探
索中央座標（Ｘｃ，Ｙｃ）ｉｊＬ＝（Ｘｉ＋ｖα、Ｙｊ＋ｖβ）Ｌが決まる。
【００８２】
［指定探索範囲の推定］
次いで、図７を参照して、指定探索範囲ＳＲＳＰＣの適応的推定処理を説明する（ステッ
プＳ６）。
【００８３】
前述のように推定された座標（Ｘｃ，Ｙｃ）ｉｊＬを中心にベストマッチする部位として
移動ベクトルを探すので、この探索範囲が小さいほど演算は高遠となるわけである。この
探索範囲は、勿論、実際の移動範囲（真値）よりも大きく設定されていなければ、類似性
は正確に評価できない。そこで、最適な探索範囲、即ち２ＸｗｉｊＬと２ＹｗｉｊＬの値
を推定する。
【００８４】
この場合においても、前述の探索中央座標の推定と同様に、生体の運動の時空間的な連続
性が利用される。前述との違いは、確からしい移動ベクトル量の大きさ（移動速さ）の「
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誤差の上限」を推定する必要があるということである。そこで、過去の移動ベクトル
【数２】

が最大となるｍａｘＶｅｒｒを用いて、探索範囲ＳＲＳＰＣを以下のように設定する。
【００８５】
【数３】

【００８６】
これは、係数ｋａ＝１のとき、推定した座標値ｖα、ｖβの誤差として、±ｍａｘＶｅｒ

ｒの範囲を見込んでいることに相当する。探索範囲に余裕を持たせること、及び、移動の
加速成分を考慮する必要があることから、少し大きめ範囲とするために、係数ｋａ≧１と
設定しておくことが好ましい。
【００８７】
なお、最適な指定探索範囲ＳＲＳＰＣは、上述の設定法の他にも、種々の設定法を選択的
に採り得る。
【００８８】
例えば、過去の移動ベクトル
【数４】

のベクトルのｘ成分の標準偏差ｖｓｘとｙ成分の標準偏差ｖｓｙ（ｖｓ自体はスカラー量
）を用いて、以下のように設定してもよい。
【００８９】
【数５】

【００９０】
この場合に、前述の係数ｋａと同様の趣旨により、係数ｋｂ≧１に設定しておくことが好
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ましい。
【００９１】
なお、臨床用途に応じて、ベクトル情報を選択的に用いることが望ましい。例えば、時間
的違続性が小さいと考えられるケースでは、過去の移動ベクトル（ｖｘ，ｖｙ）ｉｊＬ－
１を用いないようにし、反対に、空間的違続性が小さいと考えられるケースでは、演算済
みの点における移動ベクトル（ｖｉ－１ｊ－１Ｌ，ｖｉｊ－１Ｌ，ｖｉ＋１ｊ－１Ｌ，ｖ
ｉ－１ｊＬ）を用いないようにする。
【００９２】
さらに、空間的連続性が小さい場合には、１時相前の移動ベクトル（ｖｘ，ｖｙ）ｉｊＬ
－１と、更にもう１時相前の（ｖｘ，ｖｙ）ｉｊＬ－２とを用いて、
【数６】

により、以下のように最適な指定探索範囲ＳＲＳＰＣを設定してもよい。
【００９３】
【数７】

【００９４】
この場合にも、前述と同様に、係数ｋｃ≧１としておくことが好ましい。
【００９５】
このようにして、適切な探索中央位置と適切な探索領域サイズとを動的に設定することが
できる。
【００９６】
以上のように、指定探索範囲ＳＲＳＰＣが最適な必要最小限の範囲として設定されると、
特徴量演算器１６のＣＰＵ３２は、図６に示す如く、この指定探索範囲ＳＲＳＰＣ内にオ
ブジェクトＲＯＩ：ＯＢＲＯＩをその初期位置に設定する（図５、ステップＳ７）。この
オブジェクトＲＯＩ：ＯＢＲＯＩの大きさは、カーネルＲＯＩ：ＫＮＲＯＩのそれと同じ
に設定される。
【００９７】
次いで、ＣＰＵ３２は、第１フレームＦの与えられた演算位置に在るカーネルＲＯＩ：Ｋ
ＮＲＯＩと第２フレームＦ＋１の指定されたオブジェクトＲＯＩ：ＯＢＲＯＩとの間で、
類似性を表す特徴としての相互相関係数を演算し、その値をメモリ３３に格納する（ステ
ップＳ８）。この相互相関係数ρｍ，ｎは、カーネルＲＯＩの画素値の信号をＡ、オブジ
ェクトＲＯＩのそれをＢとするとき、
【数８】

に基づき演算される。なお、この演算時において、分母の値（信号パワー値）も中間情報
としてメモリに演算毎に格納される。
【００９８】
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次いで、ＣＰＵ３２は、オブジェクトＲＯＩ：ＯＢＲＯＩを指定探索範囲ＳＲＳＰＣ内の
全ての位置に移動させて相互相関係数を演算し終わったか否かを判断し、指定探索範囲Ｓ
ＲＳＰＣ内で未だ終わっていない位置がある場合、オブジェクトＲＯＩ：ＯＢＲＯＩを移
動させて同様の演算を繰り返す（ステップＳ９，Ｓ１０）。反対に、必要最小限に適応設
定された指定探索範囲ＳＲＳＰＣ内の全ての演算位置で係数演算が終わったときには、Ｃ
ＰＵ３２は、それまで演算してメモリ３３に格納してある複数の相互相関係数の中から、
代表値として、値が最大の相互相関係数を選択する（ステップＳ１１）。
【００９９】
次いで、ＣＰＵ３２は、この選択された相互相関係数（最大値）の絶対値が所定のしきい
値よりも大きいか否かを判断する（ステップＳ１２）。この判断は、前述した信号値がノ
イズか否かを見極める処理であり、ノイズである、即ち、｜係数｜＞しきい値の判断が下
されたときには、前述のように全ての重み係数ｋｉ＝０に設定し、再度、相互相関係数を
演算する（ステップＳ１３）。なお、この判断は前述したように、メモリ３３に格納され
ている演算途中情報としての信号パワー値に基づいて行ってもよい。
【０１００】
反対に、ノイズでは無く、正常な範囲の信号値に基づく相互相関係数であると認識された
ときには（ステップＳ１２；ＮＯ）、ＣＰＵ３２は、カーネルＲＯＩ：ＫＮＲＯＩを全て
の演算位置に移動させて演算し終わったか否かを判断し、未だ演算が終わっていない位置
が在る場合、カーネルＲＯＩ：ＫＮＲＯＩの位置を更新する（ステップＳ１４、Ｓ１５）
。そして、指定探索範囲ＳＲＳＰＣ及びそのサイズの適応的設定の処理に戻り、上述の一
連の処理が所望する全ての演算位置に対して実行される。
【０１０１】
このように、指定探索範囲ＳＲＳＰＣを各演算位置（カーネルＲＯＩ：ＫＮＲＯＩの位置
）毎に適応的に最適設定しながら、各演算位置における相互相関係数が求められる。この
ため、上述した一連のパターンマッチングの処理が終わると、メモリ３３には、所望断層
像の類似性を表す特徴量（ここでは相互相関係数）の２次元分布データが得られる。この
特徴量の２次元分布データは、ＤＳＣ１７により、特徴量画像として断層像に並置、又は
、断層像に重畳され、この画像が表示モードで表示器１８に表示される。
【０１０２】
このように、本実施形態によれば、心筋などの動く臓器の時系列的な類似性を観察するた
めのパターンマッチングを行うに際し、指定探索範囲ＳＲＳＰＣは、各演算位置毎に、必
要最小限の範囲に適応的に推定・設定される。従って、類似性を表す特徴量は、その必要
最小限の領域のみを探索して演算すれば足りる。このため、従来のように、データに含ま
れる最大の移動速度を検出するために大きめに定められたサーチＲＯＩの範囲を各演算位
置毎にくまなく探索する構成に比べて、特徴量を得るまでに要する演算量が大幅に少なく
なり、その演算が著しく高速化される。
【０１０３】
なお、上述した超音波診断装置では、類似性を表す特徴量を求めるために、カーネルＲＯ
ＩとオブジェクトＲＯＩとの間で相互相関係数を逐一演算するように構成したが、これは
更に以下のようにＳＡＤ（Ｓｕｍ－Ａｂｓｏｌｕｔｅ－Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ：相互差分
の絶対値和）を用いた演算方式に変形可能である。
【０１０４】
ＳＡＤεｍ，ｎは、両画像の画素値の信号をＡ及びＢとするとき、
【数９】

で表される。
【０１０５】



(14) JP 4659974 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

ＳＡＤ法によって得られる空間的最小値の位置は、類似性の高い位置であると考えられる
ので、このＳＡＤ法を用いることで移動ベクトルを検出可能である。相互相関法はパター
ンマッチングの分野でゴールドスタンダードと言われているが、ＳＡＤ法は、この相互相
関法よりも演算ステップが少ないので、処理が高速という利点がある。しかし、ＳＡＤ法
は、移動ベクトルを検出できるが、これだけを単独で用いても、類似性の定量化の点では
信号源の大きさに左右されるので規格化が困難であり、物理的に意味のある一定の指標は
得にくい。
【０１０６】
そこで、ＳＡＤの高速の利点を生かし、まずＳＡＤで移動ベクトルを探して、検出された
移動ベクトル位置にて相互相関係数を求めるようにする。これにより、時間の掛かる相互
相関演算を１回に抑えるので、相互相関演算で移動ベクトルを検索する場合よりも高速化
できると共に、相互相関係数という、類似性に関して一定の意義を有する物理量を得るこ
とができる。
【０１０７】
このＳＡＤ法と相互相関法とを組み合わせて実行する場合、例えば前述した図５の処理に
おいては、ステップＳ８～Ｓ１０の代わりに、カーネルＲＯＩと指定探索範囲との間でＳ
ＡＤを演算する処理を行い、次いで、ＳＡＤで求めた移動ベクトルの移動先を中心とする
オブジェクトＲＯＩとカーネルＲＯＩとの間で相互相関係数を演算する２つのステップを
置けばよい。
【０１０８】
前述した図５の処理とは別に、カーネルＲＯＩと初期探索範囲と間でＳＡＤを演算する処
理を行い、次いで、ＳＡＤで求めた移動ベクトルの移動先を中心とするオブジェクトＲＯ
ＩとカーネルＲＯＩとの間で相互相関係数を演算する２つのステップを設けるようにして
もよい。
【０１０９】
ところで、本願発明は、パターンマッチングの演算で得られる移動ベクトルの情報を効果
的に利用した３次元の時空間における関心部位の移動追跡（トラッキング）及びその表示
法を併せて提供することができる。この表示に関する実施形態を以下に説明する。
【０１１０】
（第４の実施形態）
図８～９を参照して、本発明の第４の実施形態を説明する。
【０１１１】
本実施形態では、前述した図４と同様に構成した特徴量演算器１６において、そのＣＰＵ
３２には、制御器３４及び操作器３５と協働して、前述した特徴量の演算に加えて、関心
部位の移動追跡（トラッキング）の演算を行う機能が与えられている。
【０１１２】
このため、ＣＰＵ３２は図８に概略示す一連の処理を行う。具体的には、初期時相Ｓ及び
終了時相Ｅを設定し、「時相」の変数＝Ｓを設定し、そして初期時相に該当するフレーム
の受信信号をフレームメモリ３１から呼び出して、その受信信号が形成する空間領域にオ
ペレータが関心を寄せている関心点を設定する（ステップＳ２１～Ｓ２３）。
【０１１３】
次いで、移動ベクトル＝０に初期設定した後、「関心点」の変数＝関心点＋Ｖ（移動ベク
トル）に設定し、更に、時相＝時相＋１にインクリメントする（ステップＳ２４～Ｓ２６
）。
【０１１４】
次いで、ＣＰＵ３２は、上述の「時相＝Ｓ＋１」から「時相－１＝Ｓ」に渡る２フレーム
の受信信号の相互間で、前記関心点の移動ベクトルＶを演算する（ステップＳ２７）。こ
の移動ベクトルＶは、従来周知の方法で演算してもよいし、前述した第３の実施形態で説
明した高速化した探索領域設定の中で求める方法でもよい。次いで、ＣＰＵ３２は、移動
ベクトルＶの軌跡データをＤＳＣ１７に出力し、この軌跡の表示を更新させる（ステップ
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Ｓ２８）。
【０１１５】
この後、ＣＰＵ３２により、時相＜終了時相Ｅか否かの判断と伴に、終了時相Ｅまで時相
を更新しながら上述した関心部位の移動追跡処理が繰り返される（ステップＳ２５～Ｓ２
９）。時相＝終了時相Ｅに到達すると、他に関心部位がオペレータから指定されたか否か
を判断し、指定された場合にはステップＳ２２まで遡って移動追跡処理が繰り返される（
ステップＳ３０）。反対に、他の関心部位が指定されなければ、移動追跡は終わる。
【０１１６】
以上の移動追跡処理により、ある初期時相のフレームの受信信号が構築する空間画像上に
任意の１つ以上の関心部位を指定する手段と、任意の関心点での移動ベクトルを算出する
手段と、その移動ベクトルの移動先位置に演算点（位置）を移動させて移動ベクトルを算
出する手段とが機能的に構成される。これらの手段による移動追跡処理は、時相経過毎に
終了時相まで逐次繰り返されるので、関心部位の時空間的な移動が追跡される。
【０１１７】
この移動に伴う軌跡は、例えば図９又は図１０に示す如く、ＤＳＣ１７によって、初期時
相から指定された終了時相までの追跡位置として画像上の位置に対応される。
【０１１８】
ＤＳＣ１７は、操作器３５を介してオペレータが与えた所望の表示モードの指令信号を制
御器３４から受け、この指令信号に応じた移動軌跡の情報を画像上に表示すべく画像デー
タの合成処理を行う。図９及び図１０は共に、画像上の構造物（心筋など）上に軌跡情報
を線で重ね、その位置変化を示すもので、図９は２次元画像上に、図１０は３次元画像上
にそれぞれ示す。関心部位の移動軌跡を表示するための時相区間（初期時相から終了時相
までの間隔）は１心周期が好適であるので、図９及び図１０も１心周期における軌跡の表
示画像として示されている。いずれの画像も、ある時相における画像（２次元の場合には
、ある時相における任意断面の画像）を表示し、初期時相から終了時相までの時相期間内
の全軌跡をその画像上で線を用いて表示し、位置を対応付けている。３次元の場合には、
表示断面の裏側に移動する場合、例えば点線で表される。
【０１１９】
なお、２次元や３次元の画像データとしては、構造を表す情報（２次元では通常、Ｂモー
ドと呼ばれる）であってもよいし、類似性を表す特徴量（相互相関係数など）の情報であ
ってもよい。
【０１２０】
（表示の変形例その１）
なお、ＤＳＣ１７は、背景となる画像を表示させるに際し、特定の時相の画像のみを表示
する構成に限定されるものでは無く、初期時相から終了時相までの各時相と移動軌跡とを
逐一対比させる表示を採用してもよい。この例を２次元画像について示すと、図１１～１
３のようである。
【０１２１】
図１１の表示例は、断層像と関心部位の移動軌跡とを共に更新しながら、移動軌跡につい
ては、過去の軌跡に現在の軌跡を追加しながら表示するものである（イメージ的には、イ
メージメモリをめくって観察する状態を想定した例である）。図中、×印は、オペレータ
が指定した関心部位を示す。
【０１２２】
また、図１２の表示例では、断層像は更新し、移動軌跡はその全体を最初の時相から表示
しつつ、現在表示されている時相に相当する軌跡部分（図中、黒丸で示す）を他とは差別
化して示される（この場合も、イメージ的には、イメージメモリをめくって観察する状態
を想定した例である）。
【０１２３】
さらに、図１３（ａ），（ｂ）の表示例では、特徴的な２時相（例えば拡張期末期及び収
縮期末期）の断層像と全体の移動軌跡とを並べて表示させ、移動軌跡については各時相部
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分（図中、黒丸で示す）を差別化して示すものである。
【０１２４】
このようにして様々な態様で関心部位の時空間的な軌跡が表現されるので、心周期にわた
る局所的な運動の様子を視覚的に確実に観察することができる。
【０１２５】
（表示の変形例その２）
また、別の表示法として、移動ベクトルの速さ情報を一緒に付加して表示する態様が挙げ
られる。この速さ情報は時相間の時間と移動距離とから演算されるもので、これを特徴量
演算器１６のＣＰＵ３２又はＤＳＣ１７に何れで求めるようにしてもよいし、皿には、別
途、演算器を設けるようにしてもよい。
【０１２６】
図１４（ａ）の表示例は、異なる速さには異なる色相を対応させた速さインジケータＶＩ

ＮＤを設け、線ＭＬで表した移動軌跡の色を速さインジケータＶＩＮＤに基づいて変えた
ものである。同図（ｂ）の表示例は、異なる速さには異なる輝度を対応させた速さインジ
ケータＶＩＮＤを設け、線ＭＬで表した移動軌跡の輝度を速さインジケータＶＩＮＤに基
づいて変えたものである。なお、図１４（ａ）及び（ｂ）に示す表示例では、色や輝度の
違いをハッチングの違いで表すために、移動軌跡の線を少し誇張して示している。
【０１２７】
更に、同図（ｃ）の表示例は、異なる速さには異なる太さ（線幅）を対応させた速さイン
ジケータＶＩＮＤを設け、線ＭＬで表した移動軌跡の太さを速さインジケータＶＩＮＤに
基づいて変えたものである。同図（ｄ）の表示例は、移動ベクトルの移動軌跡を線分矢印
ＡＲで表示し、求められた速さを線分の長さに反映させたものである。
【０１２８】
（表示の変形例その３）
さらに、別の表示法として、移動ベクトルの移動軌跡を心時相と対応付けて表示する例が
挙げられる。この対応付け表示は、例えば、心電計により収集した心電図（ＥＣＧ）信号
を装置に取り込み、ＣＰＵ３２に収集時相と心電図信号との対応させる一方で、心電図信
号をＤＳＣ１７に表示用として送ることでなされる。
【０１２９】
図１５（ａ）の表示例によれば、異なるＥＣＧ時相には異なる色相を対応させたＥＣＧイ
ンジケータＥＣＧＩＮＤとＥＣＧ波形とが表示され、線ＭＬで表した移動軌跡の色相がＥ
ＣＧインジケータＥＣＧＩＮＤに基づいて変えられる。また、同図（ｂ）の表示例によれ
ば、異なるＥＣＧ時相には異なる輝度を対応させたＥＣＧインジケータＥＣＧＩＮＤとＥ
ＣＧ波形とが表示され、線ＭＬで表した移動軌跡の輝度がＥＣＧインジケータＥＣＧＩＮ

Ｄに基づいて変えられる。さらに、同図（ｃ）の表示例によれば、異なるＥＣＧ時相には
異なる太さ（線幅）を対応させたＥＣＧインジケータＥＣＧＩＮＤとＥＣＧ波形とが表示
され、線ＭＬで表した移動軌跡の太さがＥＣＧインジケータＥＣＧＩＮＤに基づいて変え
られる。同図（ｄ）の表示例は、移動ベクトルの移動軌跡を線ＭＬで表すとともにＥＣＧ
波形を表示し、その一方で、その両方に時相を表す矢印ＡＲ１、ＡＲ２を付す。この両矢
印ＡＲ１、ＡＲ２は共に連動しながら常に移動するように表示してもよいし、常時は静止
していて、何れか一方を所望位置又は所望時相に移動させたときに、他方が一方に連動し
て移動するようにしてもよい。
【０１３０】
（表示の変形例その４）
さらに、別の表示法として、移動ベクトルの速さ情報の付加とその移動軌跡の心時相との
対応付けとを同時に行う例が挙げられる。
【０１３１】
例えば、前述した図１４（ｄ）の表示と図１５（ａ）の表示とを組み合わせた表示法や、
図１４（ａ）の表示と図１５（ｄ）の表示とを組み合わせた表示法などを採ることができ
る。
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【０１３２】
さらに、このような組み合わせ表示において、移動軌跡線ＭＬには速さ情報を付加せずに
、時相情報のみを識別可能に与え、その一方で、心時相との対応付けや速さ情報を別のグ
ラフ又は数値として表示するようにしてもよい。図１６の表示例では、速さ情報をグラフ
ＧＲとして与え、ＥＣＧ波形との間で心時相との対応付けを点線ＤＬで行っている。
【０１３３】
（表示の変形例その５）
その他の表示例として、ストレスエコー検査におけるストレス付与前後の同一部位の移動
軌跡を同時に表示する例（図１７参照）が挙げられる。この例では、両移動軌跡がＥＣＧ
波形と共に表示され、心時相と軌跡線ＭＬとの間の対応付けが黒丸印でなされている。
【０１３４】
（表示の変形例その６）
更に別の表示例として、複数のセグメント毎の移動軌跡を同時に表示し比較可能にする例
（図１８参照）が挙げられる。この例では、心筋に設定した４箇所の関心部位での移動軌
跡線ＭＬと、各軌跡線ＭＬの速さ情報のグラフと、ＥＣＧ波形とが示されている。
【０１３５】
このような種々の表示法によって、心筋の局所的な壁運動の時空間的軌跡に移動の程度が
加味され、かつ、心持相と対比付けて示されるので、壁運動の４次元的な様相を表現する
ことができ、壁運動評価の診断支援に有効になる。
【０１３６】
（移動ベクトルを取得するための別の例）
前述した図８では、時相を更新しながら、移動ベクトルを逐一演算するように構成したが
、この移動ベクトル取得の別の例を図１９に示す。この例は、既に演算して記憶してある
移動ベクトルを読み出して利用する処理を行う。
【０１３７】
図１９の処理は、例えば特徴量演算器１６のＣＰＵ３２又はＤＳＣ１７で行われ、類似性
画像生成ルーチンと軌跡表示ルーチンとから成る。類似性画像生成ルーチンでは、例えば
特開平８－１６４１３９号に記載の手法に拠って類似性を示す特徴量（例えば相互相関係
数）の画像を初期時相Ｓから終了時相Ｅまで、対象画像で演算して例えばメモリ３３に記
憶する。なお、この類似性画像生成ルーチンにおいて、前述した第３の実施形態及びその
変形形態で説明した高速な特徴量の演算法を用いてもよい。この演算が終わると、軌跡表
示ルーチンに移行し、移動ベクトルを記憶したメモリから時相経過毎に逐次、移動位置を
読み出して追跡表示させる。これにより、パターンマッチングの演算結果を有効に利用し
て、関心部位のトラッキングを行うことができ、少ない演算量で充実したアプリケーショ
ンを備えた超音波診断装置を提供することができる。
【０１３８】
なお、本発明は上述した実施形態や変形形態の構成に限定されるものではなく、特許請求
の範囲に要旨に基づき、さらに種々の形態に変形可能なことは勿論である。例えば、特徴
量演算器は、前述のようなＣＰＵによるソフトウェア機能を持たせて構成する他に、ＡＳ
ＩＣなどの専用のハードウェアで構成してもよい。
【０１４０】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明に係る超音波診断装置によれば、パターンマッチング演算
の高速化によって、検査時間の短緒と、関心部位のより信頼性の高い３次元的な運動評価
とを容易に両立させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置の概要を示すブロック図。
【図２】本発明の第２の実施形態に係る超音波診断装置の概要を示すブロック図。
【図３】本発明の変形した実施形態に係る超音波診断装置の概要を示すブロック図。
【図４】本発明の第３の実施形態に係る超音波診断装置に搭載した特徴量演算器の概要を
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【図５】第３の実施形態の特徴量演算器のＣＰＵで実行されるパターンマッチングの処理
概要を示すフローチャート。
【図６】異なる時相の２枚のフレーム画像におけるカーネルＲＯＩ、初期探索範囲、指定
探索範囲、及びオブジェクトＲＯＩの位置関係を説明する図。
【図７】指定探索範囲を適応的に設定する手法を模式的に説明する図。
【図８】第４の実施形態の特徴量演算器のＣＰＵで実行される関心部位のトラッキング（
移動追跡）の処理概要を示すフローチャート。
【図９】２次元の画像データに対するトラッキングの表示例を示す画像図。
【図１０】３次元の画像データに対するトラッキングの表示例を示す画像図。
【図１１】２次元の画像データに対するトラッキングの別の表示例を示す画像図。
【図１２】２次元の画像データに対するトラッキングの更に別の表示例を示す画像図。
【図１３】２次元の画像データに対するトラッキングの更に別の表示例を示す画像図。
【図１４】トラッキングの更に別の表示例を示す図。
【図１５】トラッキングの更に別の表示例を示す図。
【図１６】トラッキングの更に別の表示例を示す図。
【図１７】トラッキングの更に別の表示例を示す図。
【図１８】トラッキングの更に別の表示例を示す図。
【図１９】トラッキングの更に別の表示例を示す図。
【符号の説明】
１１　超音波プローブ
１２　送信系
１３　受信ビームフォーマ
１４　信号処理器
１５　固定エコー除去器
１６　特徴量演算器
１７　ＤＳＣ
１８　表示器
２１　バンドパスフィルタ
３１（３１～３１Ｎ）　フレームメモリ
３２　ＣＰＵ
３３　メモリ
３４　制御器
３５　操作器
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